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みなさんのご意見・ご要望をお寄せ下さい。フェイスブックやっています。

です
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・
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ご
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し
ま
す
。

コメ、飲料水、タオル、
食料などを直接被災地に
送りました。募金や救援
物資のご協力ありがとう
ございました。引き続き、
ご支援・ご協力をお願い
いたします。

４/２１-２２
藤岡県議は、熊本の被災地に救援物資をお届けしました。

（藤岡義英議員のフェイスブックより）

イオン前での救
援募金活動

今
週
の

パ
チ
リ

満開のりんごの花

リンゴ畑が白く染まっています。
りんごの花は、花弁にピンクが載
り、つぼみもほんのりピンクに染
まって、可憐です。
今年もおいしいリンゴがたくさ

ん実りますように。

アースデイに初めて参加
（佐久市民交流広場にて）

事
務
所
に
積
ま
れ
て
い

る
救
援
物
資

インドでの原発設
置に反対している
パネル。
「漁業がダメに
なってしまう」と
心配している。

アフリカの太鼓とダンス 空き缶を使った
ロケットストー
ブ、薪で料理す
る。

自然素材を使った
ハンドメイド。

佐久ピースアクショ
ンの沖縄への「平和
の旅」のパネル展示
をしていた。

電気釜でなく、「土
鍋でごはんを炊こ
う！」のアピール

持続可能な地球を守るために、様々な団体が活動していました。フリーマーケッ
トもたくさん。そして戦争は最大の環境破壊であり、暮らしや人生の破壊です。

会社から番号を書く
ように言われたんだ
けど どうしたら？

こんな質問が寄せられました。
マイナンバー違憲訴訟・東京

弁護団の弁護士によると、「番
号がなくても支払い事務はこれ
まで通り行われます。番号の提
示を拒否しても罰則はないので

『出しません』と意思表示をして大丈夫です。
情報流出が心配であれば、『マイナンバー制度に反対だか
ら、番号は使いたくない』という答え方でもいいと思いま
す。」と語っています。
立正大学法学部客員教授の浦野広明さんは「多くの人は

マイナンバーの危険性を知らず提出に応じていると思いま
すが、情報漏えいやなりすまし被害など、人権に
かかわる大問題が起きる可能性がある」と指摘し
ます。



ご協力のお願い
参議院選挙は7月10
日予定。志位さん
が両手を結んで、
団結を呼びかけて
います。
ポスター掲示に

ご協力をお願いし
ます。

＊土曜日11:30-12:00

スタンディング
主催/戦争法に反対す
るたてしな連絡会

戦争法（新安保法）廃止の運動をご一緒に！！
比例は日本共産党、選挙区は野党共同の

杉尾ひでやさんに ご支援をお願いします。

090-9144-8534
村田まで

第4回 戦争法廃止❕戦争する国許さない
立科軽トラパレード 主催:9条を守るたてし

なの会
9:00 出発 ～10:30休憩～ １２：００ 終了

「武力で平和は作れない」
「憲法守れ、憲法生かせ」と
コールしながら全町を回りま
す。参加者大募集中。軽ト
ラ・軽ワゴンなどを連ねてア
ピールします。

昨年12月
のパレード

５/３
（祝・火）

5/3 （祝・火）１３：３０～

「なぜ、今、憲法改正なのか
自民党憲法草案の問題点」
講演 成澤 孝人 氏

(信州大学教授）資料代300円

駒の里ふれあいセンター2階会議室

主催//9条を守るたてしなの会・
もちづき9条の会・佐久地域9条連絡会

*戦争法廃止を求める
2000万人署名運動

1454筆 20%を超
えました。(4/25)
引き続き連休明

けまで取り組みま
す。ご協力をお願
いします。

申し込みは「在学校を経由して長野県教育委員会
事務局高校教育課」まで
また入学金だけでなく、その大学への受験料

も支給されます。領収書や在学証明が必要です。

担当 長野県教育委員会高校教育課
026-235-7428

＊大学生に給付金制度できた！
県内の大学に進学した時の入学金30万円
支給（昨年より）に続き、奨学金 文系15万
円・理系25万円/年支給制度が実現。

県内の高等学校等(※)に在学する者で、県内の大

学・短期大学に進学する者のうち、次の要件すべてに
該当する者。
※高等学校等とは、高等学校（中等教育学校の後
期課程を含む）、特別支援学校の高等部、専修学校
高等課程をいう。

1.保護者が県内に居住する者であること。
2.次のいずれかに該当する者であること。

生活保護受給世帯に属する者
市町村民税所得割の非課税世帯に属する者
保護者の死亡、疾病又は災害等の理由により
生活困難となった者で、教育長が適当と認める者

3.出願時までの高等学校等における学習成績の評定
平均値が、5段階評価で3.5以上であること。

4.勉学への意欲が高いと認められること。
5.長野県医学生修学資金又は長野県看護職員修学
資金の貸与を受けない者であること。

3月議会報告（№48）の中で、返済の必要のない
奨学金制度が充実したことをお知らせしましたら、
問い合わせがありましたので、さらに詳しくお知ら
せします。

県の制度（右）では、目的が「経済的理由によ
り大学・短期大学への進学が困難で ある方を支
援するため」となっており、極めて限定的と
なっています。さらに、家族全員の住民票や課
税証明も求められています。

《県議団の活躍で願い実現！！》

《イ
ベ
ン
ト
情
報
》

第二回 憲法講座 佐久平交流センター

５/２６（木）午後６：００開場
「憲法と2015安保法制」

―「アベ政治」を終わらせるために
知っておきたいこと―

講師 木村 草太 氏

（首都大学東京大学院法学系教授・憲法学）

主催/花咲く9条の会、臼田9条の会・
佐久地域9条連絡会

憲法学の立場から、安保法制の違憲
性に鋭く迫ります。
前売り1,000円／当日券 1,500円

長野県のホームページでは入学金等について

ともあれ、返済をしなくてもよいという奨学金が
できたことは大きな一歩です。全国で初めてです。
入学金は30万円以内で、受験料と入学金の実費相
当分が支給されます。おおむね30人ほどを対象に
しています。授業料への奨学金は、入学金の支給
を受けた学生が対象です。 担当 子ども家庭課
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